
教 育 課 程 及 び 教 育 活 動  

● 教 育 課 程  

（ １ ） 教 育 課 程 編 成 の 基 本 方 針  

① 学 校 教 育 法 第 ７ ７ 条 に 基 づ き 、 知 的 障 害 及 び 肢 体 不 自 由 の あ る 児 童 生 徒 を 対 象 と し た

特 別 支 援 学 校 の 教 育 課 程 を 編 成 す る 。  

② 教 育 課 程 に 関 す る 関 係 法 及 び 学 習 指 導 要 領 に 基 づ き 、児 童 生 徒 一 人 一 人 の「 生 き る 力 」

を 培 う 教 育 課 程 を 編 成 す る 。  

③ 本 校 の 学 校 教 育 目 標 及 び 学 部 目 標 に 基 づ き 、 本 校 児 童 生 徒 の 教 育 的 ニ ー ズ や 実 態 （ 発

達 段 階 、 能 力 、 特 性 等 ） に 即 し て 、 系 統 性 ・ 一 貫 性 の あ る 教 育 課 程 を 編 成 す る 。  

④ 保 護 者 の 願 い や 地 域 社 会 の 特 性 を 生 か し た 教 育 課 程 を 編 成 す る 。  

⑤ 教 育 活 動 全 般 に お け る 評 価 や 学 校 評 価 等 の 結 果 を 生 か し た 教 育 課 程 を 編 成 す る 。  

 

 

（ ２ ） 教 育 課 程 の 構 造 図  
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小学部の教育課程  
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小学校に準ずる教育課程（Ⅰ課程）  

中学校に準ずる教育課程（Ⅰ課程）  

高等学校に準ずる教育課程（Ⅰ課程） 

下学年代替の教育課程（Ⅱ課程） 

知 的 障 害 者 を 教 育 す る 特 別 支 援 学 校

の各教科に替えた教育課程（Ⅲ課程）  

自 立 活 動 を 主 と す る 教 育 課 程

（Ⅳ課程）  

高等部の教育課程  


